
 

八 潮 監 告 示 第 ５ 号  

地 方 自 治 法 第 １ ９ ９ 条 第 １ ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 八 潮 市

長 及 び 八 潮 市 教 育 委 員 会 教 育 長 か ら 令 和 ４ 年 度 定 期 監 査

（ 令 和 ３ 年 度 後 期 分 ） の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 の 報 告 が あ っ

た た め 、 別 紙 の と お り 公 表 す る 。  

 

 

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ 日  

 

 

八 潮 市 監 査 委 員   村  川  大  志    

 

八 潮 市 監 査 委 員  林    雄  一   



 

八潮総収第４０３号 

令和４年８月３１日 

 

 八潮市監査委員 村 川 大 志 様 

 八潮市監査委員 林   雄 一 様 

 

 

             八潮市長 大 山  忍 

 

 

   令和４年度定期監査（令和３年度後期分）の指摘事項について（通知） 

 令和４年７月２５日付け八潮監発第４８号により提出された令和４年度定期監査（令和

３年度後期分）の指摘事項について、下記のとおり措置を講じたので、地方自治法第１９

９条第１４項の規定に基づき通知します。 

 

記 

１ 指摘事項 

（１）伝票関係 

① 費用弁償について 

費用弁償において、鉄道賃の請求誤りにより支給額を誤っているものが認められた。 

（スポーツ振興課） 

（２）会計年度任用職員関係 

① 報酬・給料について 

 ・勤務時間・日数の集計誤りにより支給額を誤っているものが認められた。 

                          （子育て支援課、市民課） 

 ・欠勤の集計誤りにより、支給額を誤っているものが認められた。 

                        （社会福祉課、障がい福祉課） 

② 費用弁償・通勤手当について 

 ・費用弁償・通勤手当の集計誤りにより、支給額を誤っているものが認められた。 

                              （商工観光課） 

③ 時間外勤務手当について 

 ・時間外勤務時間の集計誤りにより、支給額を誤っているものが認められた。 

             （長寿介護課、国保年金課、子育て支援課、保育課） 

④ 期末手当について 

 ・期末手当基礎額の算定誤りにより、支給額を誤っているものが認められた。 

                                   （保育課） 



 

２ 措置内容 

  別紙「令和４年度定期監査（令和３年度後期分）措置事項報告書」のとおり 

 



 

令和４年度定期監査（令和３年度後期分）措置事項報告書 

 

指摘事項 措置状況 

（１）伝票関係 

①費用弁償について 

費用弁償において、鉄道賃の請求誤りに

より支給額を誤っているものが認められ

た。 

 

 

 

 

 

 

（２）会計年度任用職員関係 

①報酬・給料について 

  勤務時間・日数の集計誤りにより支給額 

を誤っているものが認められた。 

（地域手当等の計算・集計誤りも含める。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

担当者等の確認が足りずに、安価なルー

トがあることがわからず、３００円多く支

出をしてしまい、過払金の戻入処理を令和

４年３月３１日に行いました。 

今後は、ルート検索も含め、担当者だけで

はなく、複数の職員による確認を行い、処

理をするようにします。（スポーツ振興課） 

 

 

 

 

地域手当の端数処理の取り扱いに誤り

があったため、１円の過払いが生じまし

た。対象職員へ説明のうえ、令和４年５月

３０日に返金してもらい、同日、歳出戻入

処理を行いました。 

今後は遺漏のないよう注意して対応しま

す。         （子育て支援課） 

 

 

 会計年度任用職員２名の地域手当につ

いて、１円を多く支給しました。 

 対象職員へ説明のうえ、令和４年８月５

日に戻入の処理を行いました。 

 今後は、チェック体制の強化に努めてま

いります。         （市民課） 

 

 

 

 

 



 

欠勤時間の集計誤りにより、支給額を誤 

っているものが認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②費用弁償・通勤手当について 

費用弁償・通勤手当の集計誤りにより、 

支給額を誤っているものが認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠勤時間の集計誤りにより支給額不足

が生じた。対象職員に経緯を説明し、令和

４年５月２５日に支給しました。 

今後は、集計数値の複数人による確認を徹

底してまいります。   （社会福祉課） 

 

 

会計年度任用職員の人件費について、欠

勤届の提出があった分を反映せずに支払

事務を行ってしまったもので、対象職員へ

説明の上、減額分７，６０８円の戻入手続

きを行いました。 

今後は会計年度任用職員の欠勤届等の確

認を徹底し、集計漏れのないよう努めま

す。         （障がい福祉課） 

 

 

 

会計年度任用職員通勤手当について、総務

人事課作成の伝票を確認する際、添付され

ていた根拠資料に通勤手当の記載がなか

ったところですが、月の途中（令和３年  

１２月１５日）に退職したため、通勤手当

は支給されないものと考え、そのまま処理

がされてしまったものです。 

 対象職員には事情を説明し、令和４年６

月２４日に支給しました。 

 今後は、根拠資料の確認などを徹底する

とともにチェック体制の強化に努めてま

いります。       （商工観光課） 

 

 

 

 

 

 



 

③時間外勤務手当について 

  時間外勤務時間の集計誤りにより、支給 

額を誤っているものが認められた。 

（単価等の集計誤りも含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計年度任用職員時間外勤務手当につ

いて、出勤簿では、勤務時間が１時間超過

した記載がありましたが、時間外勤務命令

簿への記載がなかったことに気がつかな

かったため、支給洩れが生じました。対象

職員へ説明のうえ、令和４年５月２５日に

延滞利息を含めた１，２２４円を支払いま

した。 

今後は、会計年度任用職員に対し、時間外

勤務をした際には、必ず時間外勤務命令簿

へ記載するよう周知徹底させるとともに、

普段から会計年度任用職員の勤務状況を

把握し、総務人事課へ報告データを提出す

る際には、出勤簿と時間外勤務命令簿の記

載について、複数の目で確認をすること

で、再発防止に努めます。（長寿介護課） 

 

 

 会計年度任用職員給料について集計を

誤り、１時間分の支給洩れが生じました。

対象職員へ説明のうえ、令和４年５月２０

日に遅延損害金とともに支給しました。 

また、会計年度任用職員について、過払い

がありました。対象職員へ説明のうえ、令

和４年５月１１日に払い戻ししました。 

今後は、出勤簿の記入方法について指導を

徹底するとともにチェック体制の強化に

努めてまいります。   （国保年金課） 

 

 

 出勤簿等の書類の確認が不十分であっ

たため、１，２２４円の未払いが生じてし

まいました。 

本人に事情を説明し、速やかに未払い分を

支給します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④期末手当について 

  期末手当基礎額の算定誤りにより、支 

給額を誤っているものが認められた。 

 

今後は出勤簿の確認を徹底します。 

           （子育て支援課） 

 

 

 時間外勤務手当の集計誤りについては、

出勤簿及び時間外勤務命令簿の確認が不

十分であったため、支給誤りが生じまし

た。対象職員に対しては内容を説明のう

え、精算しました。 

今後は、出勤簿、時間外勤務命令簿の記入

の仕方について、改めて指導するととも

に、支払い処理にあたっては、複数人によ

るチェックを徹底し、再発防止に努めま

す。            （保育課） 

 

 

 

期末手当基礎額の算定誤りについては、

時間給職員の、６月から１１月の勤務実績

表の確認が不十分であったため、支給誤り

が生じました。対象職員に対しては内容を

説明のうえ、精算しました。 

今後は、勤務実績表を確認するにあたり、

シフト表、出勤簿、欠勤届の照合を複数人

でチェックすることにより、再発防止に努

めます。          （保育課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

八潮教総収第３０４号 

                         令和４年８月３０日 

 

 

八潮市監査委員  村川 大志 様 

八潮市監査委員  林  雄一 様 

 

 

                        八潮市教育委員会 

                        教育長 井上 正人 

 

 

   令和４年度定期監査（令和３年度後期分）の指摘事項について（通知） 

令和４年７月２５日付け八潮監発第４８号により提出された令和４年度定期監査の指摘

事項について、別紙のとおり措置を講じたので、地方自治法第１９９条第１４項の規定に

基づき通知します。 

記 

１ 指摘事項 

会計年度任用職員関係 

    勤務時間・日数の集計誤りにより支給額を誤っているものが認められた。

（指導課） 

    欠勤時間の集計誤りにより、支給額を誤っているものが認められた。（図

書館、指導課） 

    費用弁償・通勤手当の集計誤りにより支給額を誤っているものが認めら

れた。（指導課） 

    期末手当の基礎額の算定誤りにより支給額を誤っているものが認められ

た。（指導課） 

 

２ 措置内容 

別紙「令和４年度定期監査（令和３年度後期分）措置事項報告書」のとおり 



 

令和４年度定期監査（令和３年度後期分）措置事項報告書 

 

指摘事項 措置状況 

 

(1)会計年度任用職員の報酬・給料につい 

て 

・勤務時間・日数の集計誤りにより支給額

を誤っているものが認められた。 

 

 

 

 

 

・欠勤時間の集計誤りにより、支給額を誤

っているものが認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）会計年度任用職員の費用弁償・通勤

手当について 

・費用弁償・通勤手当の集計誤りにより支

 

 

 

・勤務予定と実績に差異があり、未払い

や過払い等の支給誤りがありました。 

すでに対応済みの指摘事項もござい

ますが、夏季休業明けの早い時点で該当

者に説明し、追加支給や戻入処理を行っ

てまいります。（指導課） 

 

・報酬の支給額の誤りが生じた原因につ

きましては、会計年度任用職員の欠勤に

よる報酬の支給処理の際に、出勤簿、欠

勤届等について十分な確認を行うこと

ができず、欠勤時間を誤って少なく算定

したことによるものであります。 

 今回の支給額の誤りにつきましては、

出勤簿、欠勤届等を再度確認し、対象職

員に説明のうえ、５月３１日に戻入処理

を行いました。 

 今後につきましては、複数の職員によ

り十分な確認を行い、再発防止に努めま

す。（図書館） 

 

・勤務予定と実績に差異があり、過払い

の支給誤りがありました。 

夏季休業明けの早い時点で該当者に

説明し、戻入処理を行ってまいります。

（指導課） 

 

 

 

・勤務予定と実績に差異があり、未払い



 

給額を誤っているものが認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）会計年度任用職員の期末手当につい

て 

・期末手当の基礎額の算定誤りにより支給

額を誤っているものが認められた。 

 

 

 

 

 

や過払い等の支給誤りがありました。ま

た、前期の指摘事項（忌引休暇の取得）

について、報酬に合わせて費用弁償も減

額してしまい、適切な処理が行われてお

りませんでした。 

すでに対応済みの指摘事項もござい

ますが、夏季休業明けの早い時点で該当

者に説明し、追加支給や戻入処理を行っ

てまいります。（指導課） 

 

 

 

 

 

・報酬の実績時間数の計算誤りにより、

期末手当においても支給誤りが生じま

した。すでに追加支給や戻入処理を行

い、対応済みでございます。（指導課） 

 

 

 

 


